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第２ 本事業の概要 

１ 事業名 

滋賀県衛生科学センター整備事業 

 

２ 事業用地の概要 

本施設の概要は以下のとおりである。なお、詳細については、要求水準書等を参照すること。 

項 目 概 要 

事業計画地 滋賀県草津市笠山７七丁目４番 43号 

事業敷地面積 3,430㎡ 

（口腔衛生センター部分を含めた面積：5,307㎡） 

地域地区等 第１種住居地域（指定建ぺい率 60％／容積率 200％） 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

その他 埋蔵文化財包蔵地外（「文化財保護法」） 

本事業は、草津市開発事業手引き（令和６年４月）に従い、敷地の区画分割のみでは開発行為に該当しな

い。 

 

３ 施設概要 

（１） 施設整備方針 

令和５年７月「滋賀県衛生科学センター整備基本計画」を参考に、「健康危機管理事案に最先端の知見で

迅速に対応できる地域に開かれたセンター」をコンセプトとしてセンターを整備する。 

 

（２） 施設規模 

項 目 概 要 

建物用途 事務所（研究所） 

工事種別 新築 

建物階数 地上４～５階 

延べ面積 約 3,600㎡以上（3,800㎡以下） 

建物構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造 

付属施設 駐輪場上屋、廃棄物置場、平面駐車場 
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後５時まで（ただし、持参の場合は正午から午後１時までを除く）（必着） 

 

（２） 提出方法 

「提出書類について・技術提案書作成要領」（A-03）に示す書類を提出すること。 

持参または郵送によるものとする。（配達の記録が残る方法に限るものとし、受付期間内に必着するこ

と。）提出先は第２ ８のとおり。 

    

７ 入札保証金の納付等に係る書類の提出 

（１） 受付期間 

令和７年６月１７日（火）から令和７年７月１５日（火）まで（土曜日および日曜日を除く。）の午前９時から午

後５時まで（ただし、正午から午後１時までを除く）（必着） 

（２） 提出方法 

持参によるものとし、他の方法による提出は受け付けない。 

提出先は第２ ８のとおり。 

 

８ 入札参加資格確認結果の通知 

入札参加資格の確認結果は、資格審査書類を提出した入札参加希望者に対して、令和７年８月２２日

（金）までに書面により通知する。 

 

９ 入札に参加する要件がないとされた者に対する理由の説明 

入札参加資格がないと認められた者は、次のとおり、県に対して入札参加資格がないと認めた理由につ

いて説明を求めることができる 。 

（１） 提出方法 

様式は自由とする。（ただし、代表構成員の代表者印を要する。） 

持参または郵送によるものとする。（配達記録が残る方法に限るものとし、提出期間内に必着すること。）

提出先は第２ ８のとおり。 

 

（２） 提出期間  

令和７年８月 2９日（金）午後５時まで（土曜日および日曜日を除く。）の午前９時から午後５時まで（ただ

し、持参の場合は正午から午後１時までを除く）（必着） 

 

 

（３） 理由説明への回答  

県は説明を求められた場合、令和７年９月５日（金）までに説明を求めた参加表明書の提出者に対して書
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面により回答する。 

 

１０ 要求水準書等に関する質問の受付 

要求水準書等に記載した内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１） 受付期間 

公告日から同年令和７年 7月 29日（火）正午まで（必着） 

 

（２） 提出方法  

質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等・要求水準書等に関する質問書」（様式 B-0１）に必要事項を

記入の上、電子メールで提出すること（文書形式はMicrosoft-Excel とする）。また、件名に「要求水準書

等質問」と表記すること。口頭または電話による質問は受理しない。 

なお、メールを送信後、速やかに電話等で当該メールの着信確認を行うこと。 

提出先は第２ ８のとおり。 

 

１１ 要求水準書等に関する質問への回答の公表 

第 4５ ５のとおり。 

 

１２ 個別対話の実施 

本事業に対する理解を深め、技術提案の検討の方向性や具体化への一助となることを目的に、本事業の

提案に関する全般な事項を対象とし、参加要件の確認を受けた入札参加希望者を対象に個別に対話を実

施する。 

入札参加者は、動線計画、配置計画および諸室面積等の要求水準書等に係る水準について、質問するこ

とができる。要求水準書等の解釈方法などについての質問のみを対話項目とし、計画や提案に対する評価

は行わない。なお、当該質問の内容は入札提出書類の内容を拘束するものではなく、また、その内容は、審

査に一切影響するものではない。対話の実施に当たっては、参加者間での公平性・透明性の確保に配慮す

る。 

（１） 受付期間 

公告日から令和７年７月 29日（火）正午時まで（必着） 

 

（２） 申込方法 

対話を希望する入札参加者は、「対話参加申請書」（B-03）に必要事項を記入の上、電子メールで提出

すること（文書形式はMicrosoft-Wordとする）。また、件名に「【事業者名】対話申込書」と表記すること

（事業者名は代表者名に変更すること）。 
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・提出期間内に入札保証金の納付等がない場合は、入札参加資格がないものとみなす。 

 

（３） 契約保証金 

落札価格の 10分の１以上を納付すること。ただし、落札価格の 10分の１以上に相当する利付国債の提

供または保証事業会社もしくは金融機関の保証をもって納付に代えることができる。また、落札価格の 10

分の１以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結し、または債

務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

（４） 予定価格超過による再入札の取り扱い 

(ア) 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは再度の入札を行う。 

(イ) 再度の入札は、入札を行った者のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあ 

  っては別に通知する日に入札を行う。 

(ウ) 再入札の際には入札価格内訳書等の提出は不要とする。ただし、再入札において落札候補者となった

場合には１回目の入札時に提出した入札係る内訳書等を確認することとし、４(9)13(６)イに該当した場合

は無効とする。 

(エ) １回目の入札において失格または無効となった者は再入札に参加することはできない。 

 

（５） 契約の締結 

（ア） この工事の契約については、滋賀県議会の議決を要するため、議決までの間は仮契約とし、議決を得た 

ときに契約が成立するものとする。また、落札者の決定後、この工事の契約が成立するまでの間において、

当該落札者が、次に該当することとなった場合は、契約を締結しない。 

・第３ ２ aからｄ、fまたは hに掲げる要件を満たさなくなった場合 

・滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けた場合 

（イ） 契約書作成の要否 

要 

 

（６） 支払い条件 

（ア） 前金払の有無 

有 

（イ） 中間前金払の有無 

有 

（ウ） 部分払の有無 

有 

なお、中間前金払の取り扱いは「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」による。 


